
 

 

 

                            

古代史シリーズ７ 

「秦氏と渡来人」 

 

著者：情報戦略モデル研究所 

井上 正和 

  

 

本
冊
子
は
、
筆
者
が
古
代
史
セ
ミ
ナ
ー
を
実

施
し
て
い
る
中
で
、
講
義
録
を
製
本
化
し
た
も
の

で
す
。 

日
本
の
施
政
や
文
化
に
多
大
な
影
響
を
与
え

た
渡
来
人
。 

最
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
秦
氏
を
中
心
に

漢
氏
、
文
氏
、
紀
氏
な
ど
主
要
な
渡
来
人
が
残

し
た
実
績
と
大
王
家
と
の
関
係
を
記
紀
に
記
述

さ
れ
る
事
績
か
ら
把
握
し
て
い
き
ま
す
。 
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は
じ
め
に 

本
冊
子
は
、
筆
者
が
古
代
史
セ
ミ
ナ
ー
を
実
施
し
て
い
る
中
で
、
講
義
録
を
製
本
化
し
た
も
の
で
す
。 

 

筆
者
は
、
以
前IT

メ
ー
カ
ー
のS

E

や
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
が
専
門
で
し
た
。
十
年
ほ
ど
前
か
ら
大
学
で
の
講
義
を
き
っ
か
け
に
古
代
の
文
化
や

歴
史
に
興
味
が
湧
き
、
古
代
史
の
テ
キ
ス
ト
を
作
り
講
義
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

元
々
、
素
人
が
古
代
史
セ
ミ
ナ
ー
の
テ
キ
ス
ト
を
作
る
訳
で
す
か
ら
、
古
事
記
や
日
本
書
紀
（以
降
は「
記
紀
」と
い
う
）
が
読
め
な
か
っ
た

り
、
古
代
史
は
良
く
分
か
ら
な
い
と
思
わ
れ
て
い
る
初
心
者
の
方
々
が
持
た
れ
る
感
覚
が
同
様
に
疑
問
に
な
り
ま
し
た
。 

当
該
古
代
史
セ
ミ
ナ
ー
が
以
外
に
人
気
が
あ
る
の
は
、
素
人
の
視
点
で
不
明
点
を
解
説
す
る
こ
と
に
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
体

系
化
さ
れ
て
い
て
分
か
り
易
い
と
お
褒
め
を
い
た
だ
き
ま
す
が
、
元S

E

と
し
て
シ
ス
テ
ム
設
計
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で
体
系
化
す
る

こ
と
が
性
癖
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
寄
与
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

古
代
史
シ
リ
ー
ズ
７ 

「
秦
氏
と
渡
来
人
」で
は
、
秦
氏
と
渡
来
人
の
由
来
と
実
績
を
天
皇
家
と
の
関
り
か
ら
整
理
し
て
行
く
講
座
で
す
。
代

表
的
な
渡
来
人
と
言
え
ば
、
秦
氏
、
漢
氏
、
文
氏
で
す
。
日
本
の
文
明
・文
化
の
形
成
に
多
大
な
痕
跡
を
残
し
て
い
ま
す
。
軍
事
の
漢
氏
、
文

書
行
政
能
力
を
発
揮
し
た
文
氏
、
最
も
大
き
な
集
団
を
擁
し
て
日
本
の
産
業
や
宗
教
基
盤
を
想
像
し
た
秦
氏
が
い
ま
す
。
こ
の
秦
氏
は
天
皇

家
へ
の
忠
誠
の
も
と
に
巨
大
集
団
と
な
り
ま
す
が
、
権
力
を
目
指
す
こ
と
も
な
く
、
専
門
職
人
集
団
と
し
て
文
明
・文
化
を
創
り
上
げ
ま
す
。

そ
し
て
平
安
時
代
以
降
、
日
本
人
に
な
る
た
め
に
渡
来
人
の
痕
跡
す
ら
消
し
去
っ
て
い
き
ま
す
。
謎
の
渡
来
人
と
言
わ
れ
る
所
以
で
す
。 

本
冊
子
は
、
記
紀
を
読
み
解
く
た
め
に
、
参
考
図
書
を
主
体
的
に
活
用
し
記
紀
で
裏
付
け
を
す
る
形
で
進
み
ま
す
。
図
柄
は
ウ
キ
ペ
デ
ィ
ア
か

ら
か
な
り
引
用
し
て
い
ま
す
。
活
用
し
ま
し
た
主
要
参
考
図
書
は
次
の
通
り
で
す
。 

 

＋
「
日
本
書
紀
」 

（宇
治
谷 

孟
著
、
講
談
社
） 

＋
「
古
事
記
」 

（
竹
田
恒
泰
著
、
学
研
） 

＋
「
秦
氏
と
そ
の
民
」 

加
藤
謙
吉
著
（白
水
社
） 

＋
「
渡
来
氏
族
の
謎
」 

加
藤
謙
吉
著
（祥
伝
社
新
書
） 

＋
「
謎
の
渡
来
人
」 

水
谷
千
秋
著
（文
芸
春
秋
） 

＋
「
日
本
の
神
社 

伏
見
稲
荷
大
社
」 

（デ
ア
ゴ
ス
テ
ィ
ー
ニ
） 

＋
「
広
隆
寺
」広
隆
寺
発
行
（便
利
堂
） 
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＋
「
日
本
の
神
社 

松
尾
大
社
」（
デ
ア
ゴ
ス
テ
ィ
ー
ニ
発
行
） 

な
ど 

本
冊
子
の
古
代
史
シ
リ
ー
ズ
７ 

「
秦
氏
と
渡
来
人
」の
全
体
構
成
は
次
の
目
次
に
あ
げ
て
置
き
ま
す
。 
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古
代
史
シ
リ
ー
ズ
７ 

「
秦
氏
と
渡
来
人
」の
目
次 

◎ 

 
第
一
章 

「
渡
来
人
と
そ
の
時
代
背
景
」  ............................................................... 

５ 
渡
来
人
増
大
の
時
代
的
背
景
と
氏
姓
制
度
の
変
遷
を
捉
え
る
。 

 第
二
章 

「
東
漢
氏
と
西
文
氏
」  ...................................................................... 

１
４ 

秦
氏
に
次
ぐ
渡
来
人
の
漢
氏
と
フ
ミ
ヒ
ト
（文
）氏
の
素
性
と
活
動
の
実
績
を
知
る
。 

 

第
三
章 

「
秦
氏
の
組
織
化
」  .......................................................................... 

２
８ 

巨
大
組
織
で
あ
る
秦
氏
等
の
集
団
特
性
と
組
織
化
の
経
緯
を
た
ど
り
、 

天
皇
家
と
の
関
係
を
捉
え
ま
す
。 

  第
四
章 

「
秦
氏
の
生
産
活
動
」 ........................................................................ 

３
８ 

秦
氏
が
伝
え
た
幅
広
い
技
術
や
文
化
に
つ
い
て
整
理
す
る
。 

 第
五
章 

「
山
背
の
秦
氏
」 ............................................................................... 

５
０ 

最
盛
期
を
築
く
山
背
の
秦
氏
の
隆
盛
の
経
緯
と
背
景
を
知
る
。 

 お
わ
り
に .................................................................................................... 

６
２ 
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◆
第
一
章 

「
渡
来
人
と
そ
の
時
代
背
景
」の
目
次 

 
第
一
話 
渡
来
人
の
う
ね
り
と
時
代
背
景 ................................................................. 

６ 

 
 第

二
話 

氏
姓
制
度
の
変
遷 

 ............................................................................... 

１
０ 

 

コ
ラ
ム
：
「
ワ
カ
タ
ケ
ル
と
倭
の
五
王
」 

 ........................................................... 

１
３ 
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第
一
話 

渡
来
人
の
う
ね
り
と
時
代
背
景 

  
 

日
本
は
島
国
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
日
本
人
の
祖
先
は
皆
渡
来
人
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
縄
文
時
代
、
弥
生
時
代
、
そ
し
て
古
墳
時

代
、
奈
良
時
代
と
文
化
の
変
化
が
急
激
で
あ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
異
な
っ
た
文
化
を
持
つ
多
く
の
渡
来
人
が
や
っ
て
来
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
記
紀
で
渡
来
人
と
し
て
明
記
す
る
の
は
第
十
五
代
応
神
天
皇
紀
か
ら
に
な
り
ま
す
。
四
世
紀
以
降
に
な
り
ま
す
が
、
渡
来
人
の
大
き
な

移
住
時
期
に
う
ね
り
が
あ
り
ま
す
。 

そ
の
渡
来
人
の
移
住
の
う
ね
り
は
、

記
紀
に
よ
れ
ば
四-

七
世
紀
の
わ
ず

か
三
百
年
の
間
に
三
回
の
大
き
な
渡

来
人
の
移
動
が
み
ら
れ
ま
す
。
い
ず

れ
の
時
期
も
朝
鮮
半
島
の
動
乱
の
時

期
と
重
な
る
の
で
す
（参
照
資
料1-

1,2

）。 

一
回
目
は
、
四
紀
末
か
ら
五
世
紀

の
初
頭
で
す
。
倭
が
百
済
を
支
援

し
、
新
羅
支
援
で
南
下
し
た
高
句
麗

好
太
王
と
激
突
し
た
時
期
で
あ
り

記
紀
で
は
、
応
神
天
皇
期
に
当
た

る
。
朝
鮮
半
島
で
は
、
紀
元
前
後
頃

に
勃
興
し
た「
高
句
麗
」が
南
進
策

を
と
り
、
四
世
紀
初
頭
に
は
中
国
の

直
轄
地
で
あ
る
楽
浪
・帯
方
二
郡
を

滅
ぼ
す
。
こ
の
侵
略
で
、
三
世
紀
の

南
朝
鮮
で
馬
韓
・辰
韓
・弁
韓
の
三

地
域
で
小
国
群
を
形
成
し
て
い
た
韓

出典：図説ユニバーサル新世界史資料

参照資料１－１：高句麗の南下

前1世紀 後1ー２世紀 後３ー４世紀

参照資料１－２：朝鮮後三国時代
勢力図と年譜

三国時代

後三国時代

出典：ウィキペディアから原図引用

統一新羅

高句麗
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族
は
、
四
世
紀
中
ご
ろ
、
馬
韓
か
ら
伯
済
国
（
は
く
さ
い
こ
く
：百
済
）、
辰
韓
か
ら
斯
蘆

国
（し
ろ
こ
く
：新
羅
）が
興
り
、
周
辺
諸
国
を
統
一
す
る
。
朝
鮮
半
島
南
部
の
弁
韓
だ

け
は
小
国
分
立
の
状
況
が
続
き
、
伽
耶
（加
羅
）と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
倭
国
は
、

四
世
紀
後
半
か
ら
伽
耶
の
地
の
任
那
を
支
配
し
、
朝
鮮
半
島
に
積
極
的
に
介
入
す
る
よ

う
に
な
る
（参
照
資
料1-3

）。 

 

二
回
目
は
、
五
世
紀
後
半
か
ら
六
世
紀
初
頭
で
、
四
五
七
年
、
百
済
の
王
都
漢
城

（現
、
ソ
ウ
ル
）を
襲
っ
た
高
句
麗
の
長
寿
王
（ち
ょ
う
じ
ゅ
お
う
）
が
百
済
の
蓋
鹵
王
（が

い
ろ
お
う
）を
殺
害
し
、
領
土
の
大
半
を
奪
い
取
る
。
百
済
は
倭
の
力
を
借
り
て
国
の
再

興
を
図
る
。
記
紀
で
は
、
雄
略
紀
七
年
条
に
百
済
か
ら「
今
来
才
伎
（い
ま
き
の
て
ひ

と
）」が
献
上
さ
れ
た
と
あ
る
。「
今
来
」は
五
世
紀
以
降
の
新
参
渡
来
人
、「
才
伎
」
は
手

人
（て
ひ
と
）と
言
い
、
技
術
者
・工
人
を
意
味
す
る
。
ち
な
み
に
、
五
世
紀
以
前
の
渡
来

人
は「
旧
」で
応
神
紀
ま
で
の
渡
来
人
に
相
当
す
る
。
倭
の
五
王
時
代
で
あ
る
。
渡
来
人

の
増
大
と
活
用
が
広
が
り
朝
廷
直
轄
の
集
団
に
編
成
替
え
さ
れ
る
。 

 

三
回
目
は
七
世
紀
後
半
で
、
百
済
は
唐
と
新
羅
の
連
合
軍
の
攻
撃
を
受
け
滅
亡
す

る
。
倭
も
救
援
す
る
が
白
村
江
の
戦
い
（六
六
三
年
）で
惨
敗
す
る
。
天
智
天
皇
期
に
当

た
る
。
六
六
八
年
に
は
、
唐
・新
羅
の
連
合
軍
に
よ
り
高
句
麗
が
滅
ぼ
さ
れ
る
。
中
国
系

が
半
数
を
占
め
る
が
、
朝
鮮
半
島
の
覇
権
争
い
と
国
家
の
没
落
は
日
本
への
移
民
と
な
っ

て
現
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
大
陸
を
背
景
と
し
た
朝
鮮
半
島
で
の
覇
権
争
い
は
、
安
定
し
た

倭
国
を
求
め
て
多
く
の
移
動
の
民
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
日

本
に
来
た
渡
来
人
た
ち
は
各
豪
族
に
帰
属
し
て
い
く
。 

弘
仁
六
年
（八
一
五
年
）成
立
の
住
所
録
で
あ
る『
新
撰
姓
氏
録
（し
ん
せ
ん
し
ょ
う
じ
ろ
く
）』 

に
は
、
平
安
京
と
畿
内
五
ヶ
国
居
住
の
一
一

八
二
氏
族
の
本
系
（
系
譜
記
録
）
を
掲
げ
る
。
そ
の
内
、
渡
来
系
（諸
蕃
）は
三
二
六
氏
あ
る
。
諸
蕃
三
二
六
氏
の
内
訳
は
、
漢
（中
国
）一
六
三

氏
、
百
済
一
〇
四
氏
、
高
麗
（こ
ま
、
高
句
麗
）四
一
氏
、
新
羅
九
氏
、
任
那
九
氏
で
あ
る
。
中
国
系
が
半
数
を
占
め
る
が
、
大
半
は
出
自
を

二
次
的
に
中
国
系
に
改
め
た
も
の
で
あ
る
。 

 

応
神
天
皇
期
か
ら
始
ま
る
四
、
五
世
紀
の
渡
来
人
は
、
渡
来
系
遺
物
か
ら
、
伽
耶
（か
や
）
系
で
占
め
ら
れ
、
移
住
先
は
畿
内
や
西
日
本
の

参照資料１－３：高句麗と朝鮮、倭の年譜

中国 朝鮮半島 倭・大和

３００年

（三国志時代）

317年 東晉

４００年

420年 南宋、北魏

５００年

581年 隋王朝

618年 唐王朝

６００年

204-238年公孫氏帯方郡支配

668年 高句麗滅亡

239年 卑弥呼、魏へ朝貢親魏倭王金印

265年 臺與、西晋へ朝貢

663年 白村江の戦いで敗戦

２００年

209年 高句麗、丸都を都にする

（三韓時代：馬韓・弁韓・辰韓）

286年 高句麗、帯方郡を奪う265年 晉（司馬炎）

（三国時代：百済・新羅・伽耶）

427年 高句麗平壌遷都

391-412年 高句麗南下（好太王）

369年 任那を支配

478年 倭武帝 、宋に遣使

562年 任那の日本府滅ぶ562年 新羅、任那併合

675年 新羅、百済を併合
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各
地
の
有
力
首
長
の
も
と
に
分
散
し
て
帰
属
し
た
。
こ
の
時
期
の
大

和
政
権
の
実
態
は
列
島
各
地
の
連
合
政
権
で
あ
る
。
各
地
の
豪
族

が
半
ば
独
立
し
て
、
土
地
や
人
民
を
支
配
で
き
た
。
参
照
資
料1-

4

は
三
世
紀
か
ら
四
世
紀
の
大
和
の
勢
力
図
で
あ
る
。
当
時
、
大
和

で
は
天
皇
家
も
一
豪
族
に
近
い
が
、
物
部
氏
や
大
伴
氏
の
協
力
関

係
が
あ
る
。
一
方
、
天
皇
家
に
従
っ
て
は
い
る
の
の
葛
城
氏
や
吉
備

氏
な
ど
は
天
皇
家
と
対
抗
で
き
る
勢
力
を
有
し
て
い
た
。 

た
と
え
ば
、
吉
備
の
渡
来
人
は
、
五
世
紀
前
半
の
窪
木
（く
ぼ
き
）

薬
師
遺
跡
は
古
代
吉
備
を
代
表
す
る
鉄
鍛
冶
遺
跡
で
あ
る
が
、
朝

鮮
の
伽
耶
南
部
（釜
山
）の
福
泉
洞
（ポ
ン
チ
ョ
ン
ド
ン
）
古
墳
群
の
出

土
品
と
類
似
す
る
。
ま
た
窪
木
の
近
く
に
あ
る
隋
庵
（ず
い
あ
ん
）

古
墳
の
出
土
品
も
類
似
す
る
。
独
自
の
交
易
路
を
有
し
て
い
た
こ

と
が
分
か
る
。
近
く
に
あ
る
造
山
（つ
く
り
や
ま
）
古
墳
の
陪
塚
（ば

い
ち
ょ
う
）と
み
ら
れ
る
。
陪
塚
と
は
主
人
の
墓
に
伴
う
従
者
の
墓

で
あ
る
。
吉
備
の
首
長
に
大
事
に
さ
れ
て
い
た
渡
来
人
領
主
の
墓
で

あ
ろ
う
。
造
山
古
墳
は
五
世
紀
前
半
の
全
長350

メ
ー
ト
ル
も
あ

る
巨
大
前
方
後
円
墳
で
あ
る
。
日
本
最
大
の
大
仙
陵
古
墳
（大
阪

府
堺
市
、
約4

86

メ
ー
ト
ル
）
か
ら
四
番
目
の
規
模
を
誇
る
天
皇
陵
に
相
当
す
る
偉
容
で
あ
り
、
応
神
天
皇
に
協
力
し
て
勢
力
を
拡
大
し
た

吉
備
下
道
臣
（き
び
の
し
も
つ
み
ち
の
お
み
）の
祖
・御
友
別
命
（み
と
も
わ
け
：
妹
の
兄
媛
は
応
神
妃
）が
そ
の
被
葬
者
と
見
る
説
も
あ
る
。 

畿
内
大
和
の
渡
来
人
は
、
五
世
紀
前
半
の
南
郷
遺
跡
群
：鉄
器
や
玉
な
ど
の
手
工
芸
品
生
産
が
大
規
模
で
複
合
的
に
な
る
。
平
安
時
代
中

期
に
作
ら
れ
た
漢
和
辞
書
で
あ
る『
和
名
抄
（わ
み
し
ょ
う
）』に
よ
れ
ば
、
大
和
国
葛
上
郡
高
宮
郷
を
中
心
と
し
た
掖
上
（わ
き
が
み
）一
帯

（
御
所
市
）は
、
五
世
紀
の
大
豪
族
葛
城
氏
の
中
心
勢
力
の
本
拠
地
で
あ
っ
た
。 

神
功
紀
五
年
三
月
条
に
は
、
新
羅
王
が
人
質
を
取
り
返
そ
う
と
皇
后
への
嘘
の
申
立
て
を
し
、
新
羅
王
の
ウ
ソ
が
暴
か
れ
、
葛
城
襲
津
彦
（か

つ
ら
ぎ
そ
つ
ひ
こ
）
が
怒
り
戦
い
、
新
羅
（草
羅
城
：さ
わ
ら
の
さ
し
）か
ら
捕
虜
と
し
て
連
れ
帰
っ
た
俘
人
た
ち
が
、
桑
原
・佐
糜
（さ
び
）・高

宮
・
忍
海
（お
し
ぬ
み
）の
四
邑
に
拘
留
さ
れ
る
。
こ
れ
が
漢
人
（あ
や
び
と
）
ら
の
始
祖
に
な
る
。
近
く
に
、
名
柄
遺
跡
工
房
跡
（御
所
市
）、
脇

田
遺
跡
鍛
冶
生
産
遺
跡
（
葛
城
市
）
な
ど
が
あ
る
。
応
神
紀
十
四
年
春
二
月
条
に
は
、
加
羅
に
抑
留
さ
れ
て
い
た
弓
月
氏
（百
済
）支
配
下
の

参照資料１－４：葛城氏と旧大和豪族勢力図

出典：ウィキぺディア



 

9 

 

人
夫
百
二
十
県
を
召
喚
す
る
た
め
に
葛
城
襲
津
彦
が
派
遣
さ
れ
た
。『
姓
氏
録
』に
は
、
秦
忌
寸
（は
た
い
み
き
）の
本
系
は
、
山
背
の
秦
氏
の

一
部
が
葛
城
氏
配
下
の
掖
上
の
地
に
置
か
れ
、
そ
の
後
、
山
背
へ移
住
し
た
。 

第
二
十
一
代
雄
略
天
皇「
獲
加
多
支
鹵
（
ワ
カ
タ
ケ
ル
）大
王
」期
に
な
る
と
、
渡
来
人
の
組
織
化
が
行
わ
れ
る
。
稲
荷
山
古
墳
出
土
の
鉄

剣
銘
や
江
田
船
山
古
墳
出
土
の
太
刀
銘
に「
獲
加
多
支
鹵
大
王
」と
刻
ま
れ
た
天
皇
で
、「
治
天
下
（あ
め
の
し
た
し
ら
し
め
す
）
大
王
」と
大

王
を
名
乗
っ
た
最
初
の
王
で
あ
り
、
こ
の
時
期
は
五
世
紀
後
半
と
想
定
さ
れ
る
。
雄
略
天
皇
は
宋
の
順
帝
へ上
表
文
を
書
き
、
使
者
を
送
り
、

「
武
（
雄
略
天
皇
の
こ
と
）
」
は
順
帝
か
ら
朝
鮮
半
島
を
支
配
下
と
す
る
安
東
大
将
軍
に
任
命
さ
れ
た
。
倭
の
五
王
時
代
で
最
も
実
力
が
認
め

ら
れ
た
天
皇
で
あ
り
、
渡
来
人
も
多
く
雄
略
天
皇
を
支
え
た
。
王
権
強
化
に
向
け
て
軍
事
力
を
強
化
す
る
た
め
、
即
位
後
、
豪
族
の
大
伴
氏

や
物
部
氏
を
伴
造
（と
も
ぞ
う
）
と
し
、
大
王
の
私
兵
を
直
属
の
軍
事
組
織
に
編
成
す
る
。「
伴
（と
も
）
」は
友
・供
と
同
音
で
ヤ
マ
ト
王
権
の

長
で
あ
る
大
王
に
奉
仕
す
る
意
味
が
あ
り
、「
造
（
ぞ
う
）」は
集
団
の
長
と
し
て
の
意
味
が
あ
っ
た
。
雄
略
天
皇
は
当
時
の
二
大
豪
族
で
あ
る

葛
城
と
吉
備
を
天
皇
家
に
隷
属
さ
せ
、
統
合
す
る
。
雄
略
三
年
条
、
第
二
十
代
安
康
天
皇
（二
十
代
）を
暗
殺
し
た
眉
輪
王
（ま
ゆ
わ
お
う
）

と
眉
輪
王
を
匿
っ
た
葛
城
の
円
大
臣
（ま
ど
か
お
お
お
み
）を
共
々
焼
き
殺
し
、
葛
城
氏
を
滅
亡
さ
せ
る
。
ま
た
、
雄
略
紀
七
年
条
で
は
天
王

家
を
少
女
や
小
さ
い
鶏
に
見
立
て
大
き
い
女
や
鶏
と
戦
わ
せ
楽
し
ん
で
い
た
の
を
、
大
王
家
を
軽
ん
じ
た
と
し
て
備
中
の
吉
備
下
道
臣
前
津

屋
（き
び
の
し
も
つ
み
ち
の
お
み
さ
き
つ
や
）を
誅
殺
、
備
前
の
吉
備
上
道
臣
田
狭
（き
び
の
か
み
つ
み
ち
の
お
み
た
さ
）を
反
乱
の
門
で
退
け

る
。
天
皇
継
承
を
企
ん
だ
星
川
皇
子
を
焼
き
殺
し
、
支
援
し
た
吉
備
上
道
臣
か
ら
砂
鉄
の
産
地「
山
辺
」を
没
収
す
る
。
葛
城
氏
と
吉
備
氏

の
在
地
勢
力
が
相
次
い
で
大
和
朝
廷
に
屈
服
し
た
事
実
を
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
二
大
豪
族
に
所
有
さ
れ
て
い
た
渡
来
人
を
含
め
大
権
の

強
化
に
向
け
て
渡
来
人
組
織
の
改
革
を
行
う
。
多
数
の「
今
来
（い
ま
き
）」の
渡
来
人
は
地
方
に
分
散
居
住
せ
ず
、
王
権
の
意
向
に
よ
り
河
内

や
大
和
に
住
ま
わ
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
地
方
の
首
長
族
に
帰
属
し
て
い
た
旧
の
渡
来
人
も
、
次
第
に
王
権
が
及
ぶ
よ
う
に
な
る
。 

五
世
紀
末
か
ら
六
世
紀
初
頭
に「
ウ
ヂ
（氏
）」の
組
織
が
成
立
す
る
。
ウ
ヂ
は
、
外
形
的
に
は
共
通
の
祖
先
だ
が
、
実
際
は
親
族
関
係
は
疑
似

的
で
あ
っ
た
。
ウ
ヂ
の
名
は
事
象
で
は
な
く
、
奉
仕
の
在
り
方
や
職
掌
に
応
じ
て
王
権
よ
り
付
与
さ
れ
た
。
王
権
への
隷
属
・奉
仕
を
前
提
と
し

て
形
成
さ
れ
た
政
治
組
織
で
あ
っ
た
。 

「
カ
バ
ネ
（姓
）」は
ウ
ヂ
の
性
格
に
も
と
づ
き
、
身
分
標
識
で
あ
る「
カ
バ
ネ
（姓
）」が
与
え
ら
れ
、
氏
姓

制
度
（う
じ
か
ば
ね
せ
い
ど
）に
よ
っ
て
王
権
の
政
治
体
制
を
刷
新
し
た
こ
と
に
な
る
。 
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第
二
話 

氏
姓
制
度
の
変
遷 

 

  
氏
姓
（う
じ
か
ば
ね
）制
度
と
は
、
大
和
王
権
に
お
い
て
、
大
王
（天
皇
）か
ら
有
力
な
氏
族
に
与
え
ら
れ
た
王
権
と
の
関
係
・地
位
を
示
す

称
号
で
あ
る
。
そ
の
成
立
時
期
は
、
五
～
六
世
紀
を
遡
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大

和
政
権
に
対
抗
す
る
力
を
持
っ
て
い
た
葛
城
氏
や
吉
備
氏
が
滅
ぼ
さ
れ
た
り
服
従

さ
せ
ら
れ
て
天
皇
家
の
権
威
を
確
立
し
た
の
が
、
五
～
六
世
紀
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
そ
の
集
団
の
性
格
や
職
業
か
ら
与
え
ら
れ
る
氏
と
氏
単
位
に
地
位
を
表

す
姓
が
与
え
ら
れ
る
制
度
で
す
。
氏
姓
制
度
は
そ
の
明
示
的
な
制
度
で
す
。
氏
姓

制
度
の
変
遷
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
（参
照
資
料1-

5-

①
）。 

 

日
本
書
紀
に
記
述
さ
れ
る
氏
姓
制
度
の
始
ま
り
は
第
十
三
代
成
務
務
天
皇
期

で
す
。
最
初
に
カ
バ
ネ
を
制
度
化
し
、
国
・郡
に
造
長
（み
や
っ
こ
お
さ
）、
県
邑
（あ

が
た
む
ら
）に
稲
置(

い
な
ぎ)

を
置
き
、
盾
矛
を
賜
い
印
と
し
た
と
あ
る
。 

 

そ
の
後
、
具
体
的
に
臣
連
制
（お
み
む
ら
じ
せ
い
）を
作
り
、
氏
姓
制
度
が
成
り

立
つ
の
は
第
十
九
代
允
恭
（イ
ン
ギ
ョ
ウ
）
天
皇
期
で
す
。
臣
連
制
が
導
入
さ
れ
、

公
・君
（き
み
）、
臣
（お
み
）、
連
（む
ら
じ
）、
直
（あ
た
い
）、
首(

お
び
と)

、
史
（ふ

ひ
と
）、
村
主
（
す
ぐ
り
）な
ど
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
改
革
に
よ
り
以
前
の
国
造
・

県
主
は
ア
タ
イ
（直
）姓
に
な
り
ま
し
た
（
参
照
資
料1-5-

①
）。 

氏
姓
制
度
に
よ
る
支
配
構
造
を
参
照
資
料
か
ら
要
約
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
大

王
（天
皇
）の
も
と
に
、
中
央
（朝
廷
）と
地
方
に
分
か
れ
ま
す
。
中
央
で
は
国
政
に

当
た
る
臣
・連
の
氏
族
と
実
務
を
行
う
氏
族
に
分
か
れ
ま
す
。
現
代
の
政
治
家
と

官
僚
で
す
ね
。  

大
臣(

お
お
お
み
）に
任
命
さ
れ
る
の
は
一
人
で
す
。
姓
（
か
ば
ね
）の
一
つ
で
あ
る

臣
（お
み
）の
有
力
者
が
就
任
し
た
。
最
初
の
大
臣
と
言
わ
れ
る
の
が
、
武
内
宿
禰

（た
け
う
ち
の
す
く
ね
）
。
そ
こ
か
ら
、
葛
城
氏→

平
群
氏→

巨
勢
氏→

蘇
我
氏
と

大
臣
が
変
わ
っ
て
い
っ
て
い
ま
す
。
葛
城
氏
が
失
脚
し
た
ら
平
群
（へぐ
り
）氏
が
任

命
さ
れ
、
平
群
氏
が
失
脚
し
た
ら
巨
勢
（こ
せ
）氏
が
任
命
さ
れ
て...

と
い
う
感
じ

参照資料１－５－①：氏姓制度による支配構造

実務
国政

出典：ウィキペディアから原図引用

国造

県主

田荘

屯倉
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で
す
。
乙
巳
（い
っ
し
）の
変
で
蘇
我
氏
が
滅
ぼ
さ
れ
た
の
を
機
に
、
大
臣
（お
お
お
み
）
で
は
な
く
、
左
大
臣
・右
大
臣
を
置
く
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。 姓

（
か
ば
ね
）の
一
つ
で
あ
る
連
（む
ら
じ
）の
中
で
も
軍
事
を
司
る
伴
造
出
身
の
有
力
氏
族
で
あ
る
大
伴
氏
と
物
部
氏
が
大
連
と
な
っ
た
。

大
連
の
方
は
一
人
で
は
な
く
、
大
伴
氏
と 

物
部
氏
が
同
時
に
任
命
さ
れ
て
い
ま
す
。
物
部
氏
の
物
部
尾
輿
（も
の
の
べ
の
お
こ
し
）の
時
、
大
伴

金
村
が
失
脚
し
て
か
ら
は
、
物
部
氏
の
み
が
大
連
を
務
め
ま
し
た
。
物
部
守
屋
が
蘇
我
氏
に
滅
ぼ
さ
れ
た
の
を
機
に
、
大
連
制
は
廃
止
さ
れ

て
い
ま
す
。 

実
務
の
氏
族
は
、
伴
造
（と
も
ぞ
う
）、
伴
（と
も
）、
品
部
（し
な
べ
）の
序
列
で
構
成
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
実
務
の
上
位
に
あ
る
伴
造
は
、
大
和

王
権
の
も
と
で
世
襲
的
職
掌
を
も
っ
て
奉
仕
す
る「
伴(

と
も)

」集
団
を
管
掌
す
る
中
央
の
首
長
を
い
う
。
そ
の
多
く
は
中
・下
級
の
首
長
で
、

姓(

か
ば
ね)

は
連(

む
ら
じ)
、
造(

み
や
つ
こ)

、
公
（き
み
）
な
ど
が
中
心
を
占
め
る
。
伴
は
大
王
の
従
者
（供(

と
も)

）で
あ
り
、
そ
れ
ら
一
団
の

人
々
（友
・朋(

と
も)

）を
も
意
味
し
た
。
造(

み
や
つ
こ)

も
本
来
は
大
王
の
身
内
的
な
従
者
、
御
家(

み
や)

つ
子

(

こ)

を
さ
し
た
が
、
身
分
差
が
生
じ
て
、
伴
造
は「
伴
」

集
団
を
統
率
・管
掌
す
る
首
長
ク
ラ
ス
を
言
う
よ
う
に

な
っ
た
。
東
漢
氏
（や
ま
と
あ
の
や
し
）や
西
文
氏
（か

わ
ち
の
ふ
み
し
）、
秦
氏
な
ど
は
こ
の
地
位
に
配
置
さ

れ
た
。
伴
は
百
八
十
部
（も
も
あ
ま
り
や
そ
の
と
も
）

と
言
わ
れ
、
そ
の
姓
に
は
首
（お
び
と
）、
史
（ふ
ひ

と
）、
村
主
（す
く
り
）、
勝
（
す
く
り
）な
ど
の
姓
（カ
バ

ネ
）を
称
し
た
。
品
部
は
特
定
の
技
術
・職
業
を
持
ち
、

朝
廷
に
奉
仕
す
る
一
般
の
民
で
あ
る
。 

一
方
、
地
方
の
支
配
構
造
は
、
国
造
（く
に
の
み
や
つ

こ
）を
筆
頭
に
県
主
（
あ
が
た
ぬ
し
）
が
配
置
さ
れ
、
県

主
は
朝
廷
直
轄
地
の
屯
倉
、
直
轄
民
の
名
代
・子
代

（な
し
ろ
・こ
し
ろ
）、
耕
作
農
民
の
田
部
（た
べ
）を
下

位
に
置
い
た
（参
照
資
料1-5

-

①
）。
ま
た
諸
豪
族
の

私
有
地
は
田
荘
（
た
ど
こ
ろ
）と
い
い
、
そ
の
耕
作
は
，

◆684年（天武天皇13年）に、「八色の姓」が制定された。
その目的は、上位の4姓、つまり真人、朝臣、宿禰、忌寸を定めることである。

◆真人は、継体天皇より数えて5世以内の世代の氏に与えられたといわれ、
皇子・諸王につぐ皇親氏族を特定したので、飛鳥浄御原令で官位を皇子・諸王と貴族（諸臣）
とで区別したことと共通する。

◆したがって、貴族の姓としては、朝臣、宿禰、忌寸の3つである。
その間にさらに氏族の再編が進められ、朝臣52氏、宿禰50氏、忌寸11氏に収められた。

◆大宝令（701年）で、貴族の三位以上と四、五位の官位にともなう特権が明確にされた。
これに対応する氏姓も一応完成された。
地方豪族についても、
702年（大宝2年）、諸国国造の氏姓を政府に登録することによって、中央豪族と同様の
対応がなされたものとされる。。

２．八色の姓（７世紀頃）：天武天皇（40代）

出典：ウィキぺディア

参照資料１－５－②：「氏姓制度」

臣（おみ）
葛城氏、平群氏、巨勢氏、春日氏、蘇我氏のように、ヤマト（奈良盆地周辺）の地名を氏の名とし、
かつては大王家と並ぶ立場にあり、ヤマト王権においても最高の地位を占めた豪族である。

連（むらじ）
大伴氏、物部氏、中臣氏、忌部氏、土師氏のように、ヤマト王権での職務を氏の名とし、
大王家に従属する官人としての立場にあり、ヤマト王権の成立に重要な役割をはたした豪族である。

伴造（とものみやつこ）
連とも重なり合うが、おもにそのもとでヤマト王権の各部司を分掌した豪族である。
弓削氏、矢集氏（やずめ）、服部氏、犬養氏（いぬかい）、舂米氏（つきしね）、倭文氏（しとり）
などの氏や秦氏、東漢氏、西文氏（かわちのふみ）などの代表的な帰化人達に与えられた氏がある。
連、造（みやつこ）、直（あたい）、公（きみ）などの姓を称した。

百八十部（ももあまりやそのとも）
さらにその下位にあり、部（べ）を直接に指揮する多くの伴（とも）をさす。
首（おびと）、史（ふひと）、村主（すくり）、勝（すくり）などの姓（カバネ）を称した。

国造（くにのみやつこ）
代表的な地方豪族をさし、一面ではヤマト王権の地方官に組みこまれ、
また在地の部民を率いる地方的伴造の地位にある者もあった。
国造には、君（きみ）、直（あたい）の姓が多く、中には臣（おみ）を称するものもあった。

県主（あがたぬし）
これより古く、かつ小範囲の族長をさすものと思われる。いずれも地名を氏の名とする。
このように、氏姓制度とは、連―伴造―伴（百八十部）という、
大王のもとでヤマト王権を構成し、職務を分掌し世襲する、いわゆる「負名氏」（なおいのうじ）
を主体として生まれた。そののち、臣のように、元々は大王とならぶ地位にあった豪族にも及んだ。

１．５世紀頃：臣連制ー成務天皇（13代）、允恭天皇（19代） 出典：ウィキぺディア
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豪
族
の
私
有
民
で
あ
る
奴
隷
の
奴
婢
（
ぬ
ひ
）と
私
有
民
の
部
曲 (

か
き
べ) 

の
労
働
力
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
国
造
は
、
代
表
的
な
地
方
豪
族
を
さ
し
、

一
面
で
は
ヤ
マ
ト
王
権
の
地
方
官
に
組
み
こ
ま
れ
、
ま
た
在
地
の
部
民
を
率

い
る
地
方
的
伴
造
の
地
位
に
あ
る
者
も
あ
っ
た
（参
照
資
料1-5-

②
）。 

国
造
に
は
、
君
（き
み
）、
直
（あ
た
い
）の
姓
が
多
く
、
中
に
は
臣
（お
み
）を

称
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。 

県
主
は
、
国
造
よ
り
古
く
、
か
つ
小
範
囲
の
族
長
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ

る
。
い
ず
れ
も
地
名
を
氏
の
名
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
氏
姓
制
度
と
は
、

連―

伴
造―

伴
（百
八
十
部
）と
い
う
、
大
王
の
も
と
で
ヤ
マ
ト
王
権
を
構

成
し
、
職
務
を
分
掌
し
世
襲
す
る
、
い
わ
ゆ
る「
負
名
氏
」（な
お
い
の
う
じ
）

を
主
体
と
し
て
生
ま
れ
た
。
そ
の
の
ち
、
臣
の
よ
う
に
、
元
々
は
大
王
と
な

ら
ぶ
地
位
に
あ
っ
た
豪
族
に
も
及
ん
だ
。 

第
四
十
代
天
武
天
皇
期
に
、
地
位
の
象
徴
で
あ
る
姓
を
大
き
く
変
更
し

ま
す
。
・八
色
の
姓
（や
く
さ
の
か
ば
ね
）の
制
度
で
す
（参
照
資
料1-5-

②
）。
姓
の
制
度
は
、
壬
申
の
乱
（
六
七
二
年
）の
後
、
天
武
天
皇
が
壬
申

（じ
ん
し
ん
）の
乱
の
貢
献
に
対
す
る
報
奨
の
た
め
に
制
定
し
た
八
色
の
姓
に

よ
っ
て
有
名
無
実
化
し
て
し
ま
い
ま
す
。
八
色
の
姓
の
制
で
与
え
ら
れ
た
姓

は
、
上
か
ら
、
真
人
（ま
ひ
と
）・朝
臣
（あ
そ
み
）・
宿
禰
（す
く
ね
）・忌
寸

（い
み
き
）・
道
師
（み
ち
の
し
）・臣
・連
・稲
置
（い
な
ぎ
）と
定
め
ら
れ
た
。

貢
献
度
に
応
じ
て
実
際
に
与
え
ら
れ
た
の
は
、
上
位
四
姓
と
さ
れ
る
。
こ
の

制
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
上
位
の
姓
と
さ
れ
た
臣
・連
は
序
列
の
六
、
七
番

目
に
位
置
付
け
ら
れ
、
そ
の
地
位
は
低
下
し
て
い
る
。
代
わ
っ
て
、
天
皇
への

忠
誠
心
が
あ
る
有
能
な
者
に
は
、
新
た
に
作
ら
れ
た
真
人
・朝
臣
・宿
禰
な

ど
の
上
位
の
姓
が
与
え
ら
れ
て
、
従
来
の
氏
族
秩
序
に
と
ら
わ
れ
な
い
人
材
登
用
が
図
ら
れ
た
。
参
照
資
料1-6

を
み
る
と
有
力
氏
族
で
あ

る
東
漢
氏
、
秦
氏
、
西
文
氏
は
天
武
十
四
年
に「
連
」
か
ら「
忌
寸
」姓
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
奈
良
時
代
を
過
ぎ
る
頃
に
は
、

ほ
と
ん
ど
の
有
力
氏
族
の
姓
が
朝
臣
に
な
っ
て
し
ま
い
、
八
色
の
姓
も
形
式
的
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

参照資料１－６：忌寸賜姓氏族の改正過程（八色の姓）

連

出典：ウィキぺディア
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コ
ラ
ム
：
「
ワ
カ
タ
ケ
ル
と
倭
の
五
王
」 

中
国
史
上
で
建
業
（
現
在
の
南
京
市
）
に
都
を
置
い
た
中
国
六
朝
（呉
、
晋
、
宋
、
斉
、
梁
、
陳
）
の
第
三
王
朝
で
あ
る
宋
帝
国
の
正
史

『
宋
書
』
（
五
一
三
年
ご
ろ
完
成
）
に
は
、
宋
代
（四
二
〇-

四
七
九
）を
通
じ
て
倭
の
五
王
の
遣
宋
使
が
貢
物
を
持
っ
て
参
上
し
、
宋
の
冊

封
体
制
（
さ
く
ほ
う
た
い
せ
い
）下
に
入
っ
て
官
爵
を
求
め
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
四
世
紀
後
半
以
降
獲
得
し
た
半
島
に
お
け
る
権

益
に
関
し
て
国
際
的
承
認
を
得
る
こ
と
も
遣
宋
使
の
重
要
な
目
的
で
あ
っ
た
。
当
時
、
倭
の
五
王
が
宋
に
使
節
を
派
遣
し
た
の
は
、
宋

が
倭
王
の
権
威
の
保
障
と
な
る
存
在
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
倭
王
た
ち
は
宋
帝
に
半
島
南
部
の
軍
事
的
支
配
権
を
承
認
し
て
く
れ
る

よ
う
繰
り
返
し
上
申
し
、
最
終
的
に
は「
使
持
節 

都
督 

倭
・新
羅
・任
那
・加
羅
・秦
韓
・慕
韓
六
国
諸
軍
事 

安
東
大
将
軍 

倭
王
」

授
与
さ
れ
、
新
羅
・任
那
・
加
羅
・秦
韓
・慕
韓
の
統
治
に
つ
い
て
の
公
認
を
得
た
。
こ
の「
安
東
大
将
軍 

倭
王
」を
得
た
の
は
二
十
一
代

の
雄
略
天
皇
が
四
七
八
年
、
宋
書
の
倭
王
武
（雄
略
天
皇
と
い
わ
れ
る
）の
上
表
文
を
上
申
し
た
後
に
獲
得
し
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い

る
。
こ
の
時
代
は
倭
国
が
積
極
的
に
朝
鮮
半
島
に
進
出
し
軍
事
的
に
強
固
な
国
家
で
あ
り
宗
帝
国
か
ら
も
一
目
置
か
れ
て
い
た
。『
宋

書
』
倭
国
伝
に
見
え
る
倭
人
で
宋
帝
に
朝
貢
を
贈
っ
た
こ
と
が
確
実
で
あ
る
の
が
五
王
（讃
・珍
・
済
・
興
・武
）
で
あ
る
。
こ
の
五
王
を
宋

書
と
記
紀
と
の
対
比
に
よ
っ
て
該
当
天
皇
の
比
定
が
行
わ
れ
て
き
た
。
宗
国
と
梁
国
の
正
書
で
あ
る
『
宋
書
』と『
梁
書
』の
倭
国
伝
に

遣
使
の
時
期
と
倭
王
の
続
柄
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
宋
書
で
は「
興
」は「
武
」
の
兄
で
あ
り
、「
済
」
は「
興
」・「
武
」の
親
で
あ
る
。
梁
書
は

「
彌
」
は「
済
」の
親
で
あ
る
と
記
述
す
る
が
、「
珎
（珍
の
俗
字
）」

を
弥
（彌
の
俗
字
）」に
転
記
ミ
ス
し
た
と
考
え
ら
れ
て
、「
彌
」は

宋
書
の「
珍
」
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
四
七
八
年
に
雄
略

天
皇
「
武
」
が
奉
っ
た
上
表
文
に
「
に
は
か
に
父
兄
を
う

し
な
ひ
」
（
奄
喪
父
兄
）
の
文
章
か
ら
済
（允
恭
天
皇
）・興

（安
康
天
皇
）・武
（雄
略
天
皇
）
が
確
定
し
た
。
記
紀
に
急
死
し

た
允
恭
天
皇
の
そ
の
三
年
後
、
兄
の
安
康
天
皇
が
暗
殺
さ
れ
た

こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
讃
・珍
に
関
し
て
は
、

『
梁
書
』
に
あ
る
よ
う
に
珍
を
済
の
親
と
み
れ
ば
、
仁
徳
天
皇
に

な
る
が
、
両
書
の
関
係
図
の
よ
う
に
兄
弟
が
い
な
い
。
允
恭
天
皇

の
兄
弟
の
履
中
天
皇
、
反
正
天
皇
、
親
の
仁
徳
天
皇
の
い
ず
れ
か

で
あ
る
が
、
現
在
も
論
争
中
の
事
項
で
あ
る
。 

 

参照資料1-7：倭の五王

『宋書』倭国伝

讃
(421,425）

珍
(438）

済
(443,451）

興
(462）

武
(478）

『梁書』倭伝

彌

済

興 武

讃

＊梁書に無い「珍」と
「済」は親子と記す。
「彌」は転記ミスか
ともいわれる。

＊「珍」を「讃」の
弟と記す。

＊478年の上奏文
に「にわかに
父兄を喪い」と。

父の允恭天皇の死後、
兄の安康天皇が
わずか3年で暗殺
された記述と符合
する。武、興、済は
確定とされている

兄

弟

「珍」？

親子

出典：ウィキぺディア
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第
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漢
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と
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文
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目
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以降省略 
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参
考
図
書 

 
＋
「
日
本
書
紀
」 

（宇
治
谷 

孟
著
、
講
談
社
） 

 

＋
「
古
事
記
」 

（
竹
田
恒
泰
著
、
学
研
） 

 

＋
「
秦
氏
と
そ
の
民
」 

加
藤
謙
吉
著
（白
水
社
） 

 

＋
「
渡
来
氏
族
の
謎
」 
加
藤
謙
吉
著
（祥
伝
社
新
書
） 

 

＋
「
謎
の
渡
来
人
」 

水
谷
千
秋
著
（文
芸
春
秋
） 

 

＋
「
日
本
の
神
社 

伏
見
稲
荷
大
社
」 
（デ
ア
ゴ
ス
テ
ィ
ー
ニ
） 

 

＋
「
広
隆
寺
」広
隆
寺
発
行
（便
利
堂
） 

 

＋
「
日
本
の
神
社 

松
尾
大
社
」（
デ
ア
ゴ
ス
テ
ィ
ー
ニ
発
行
） 
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お
わ
り
に 

  

日
本
史
に
お
け
る
渡
来
人
と
し
て
代
表
的
な「
秦
氏
（は
た
し
）
」、「
漢
氏
（あ
や
し
）
」、「
文
氏
（ふ
み
し
）
」を
調
べ
て
い
て
感
じ
ま
す
の
は
日

本
の
文
明
や
文
化
か
な
り
多
く
が
彼
ら
が
先
導
す
る
こ
と
で
創
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
本
は
島
国
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
元
々
渡
来
人
に

よ
っ
て
成
り
立
っ
た
国
で
あ
る
こ
と
は
理
解
で
き
ま
す
。
日
本
の
歴
史
上
の
文
明
や
文
化
の
変
更
点
を
見
る
時
、
渡
来
人
が
時
代
の
パ
ラ
ダ
イ

ム
シ
フ
ト
を
作
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

日
本
書
紀
で
は
、
最
初
の
渡
来
人
は
第
十
五
代
応
神
天
皇
紀
の
弓
月
君
（
ゆ
づ
き
の
き
み
）の
大
量
渡
来
か
ら
始
ま
り
ま
す
が
、
日
本
の
歴
史

全
体
を
通
し
て
み
る
と
、
文
明
と
文
化
に
大
き
な
変
化
を
与
え
た
非
連
続
な
流
れ
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
一
万
年
以
上
続

い
た
縄
文
時
代
、
素
晴
ら
し
い
縄
文
土
器
や
生
活
の
基
盤
を
作
り
、
自
然
信
仰
と
祖
霊
信
仰
を
日
本
全
国
で
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
の
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
信
仰
を
持
つ
同
質
の
渡
来
人
が
来
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
像
で
き
ま
す
。
次
の
弥
生
時
代
に
な
る
と
水
田
や
金

属
文
明
、
大
規
模
な
共
同
集
落
が
つ
く
ら
れ
ま
す
。
こ
の
変
化
が
紀
元
前
の
あ
る
時
期
に
急
激
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
新
た
な
渡
来
人
が

や
っ
て
来
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
古
墳
時
代
に
入
り
ま
す
。
巨
大
な
土
木
技
術
や
建
築
技
術
、
鉄
の
技
術
を
持
っ
た
新
た
な
渡
来
時
が

や
っ
て
来
た
の
で
し
ょ
う
。
日
本
書
紀
に
記
述
さ
れ
考
古
学
的
に
裏
付
け
ら
れ
る
の
は
こ
の
時
代
か
ら
で
す
。「
秦
氏
」、「
漢
氏
」、「
文
氏
」
が

登
場
し
活
躍
す
る
の
も
こ
の
時
代
か
ら
に
な
り
ま
す
。
第
二
十
五
代
雄
略
天
皇
以
降
の
渡
来
人
を「
今
来
（い
ま
き
）の
渡
来
人
」と
い
っ
た
の

も
、
大
量
に
渡
来
人
が
来
て
新
し
い
技
術
を
運
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
飛
鳥
・白
鳳
天
平
・時
代
と
続
く
中
で
、
多
く
の
技
術
が
も
た
ら

さ
れ
、
平
安
時
代
に
な
る
と
き
に
碁
盤
の
目
の
平
安
京
の
様
な
街
づ
く
り
は
そ
れ
ま
で
の
時
代
に
な
い
都
の
設
計
方
式
は
特
徴
的
で
す
。 

 

日
本
への
渡
来
人
の
も
う
一
つ
の
特
徴
に
、
天
皇
制
への
従
属
、
貢
献
が
あ
り
ま
す
。
秦
氏
を
中
心
と
し
て
大
き
な
集
団
で
あ
り
高
度
な
技
術

を
持
っ
て
い
る
が
、
王
権
を
奪
お
う
と
す
る
渡
来
人
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
渡
来
人
の
中
心
に
あ
っ
た
秦
氏
は
、
日
本
の
神
道
や
仏
教
に
帰
依

し
、
天
皇
に
対
す
る
屯
倉
制
を
支
え
ま
す
。
将
に
日
本
に
同
化
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
見
て
取
れ
ま
す
。
日
本
が
彼
ら
に
と
っ
て
安
住
の
地
で

あ
る
か
の
よ
う
に
。
こ
の
渡
来
人
は
遊
牧
の
民
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
・・・。 
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